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様式第１号 

執行部における取組状況等報告書 
 

担当所属名 総務部 危機・防災対策課 

担当所属名 消防局      予防課 

 

所管する条例 大津市災害等対策基本条例（平成 27 年条例第 48 号） 

 

条例の条文 執行部における取組、成果、課題等 

「前文」 

私たちの生活する大津市は、恵まれた自然環境

の下、古来から多くの人が居住し、数多くの文化

財や遺跡等が集積している地域である。一方でこ

の豊かな自然は予期せぬ地震や風水害をもたら

し、寛文近江・若狭地震では、家屋の倒壊、水没

等多くの被害を出したことが記録される等、大規

模災害と決して無縁ではない。 

阪神・淡路大震災や東日本大震災は、一瞬にし

て多くの人々の生命と財産を奪い、暮らしと地域

社会に甚大な被害をもたらした。また、近年の台

風等による記録的な大雨や局地的な集中豪雨等

による災害は、全国各地で多くの被害をもたらし

ている。本市においても、平成 24 年の南部地域

の集中豪雨と平成25年の台風第18号による災

害は、記憶に新しい。 

私たちは、これら頻発する災害に直面し、自然

の持つ力の大きさ、恐ろしさを痛感し、身近に起

こり得る非常事態として認識するとともに、自分

の身は自分で守ることや助け合い、支え合いの協

力体制の重要性、さらには、これまでの想定を超

える被害を目の当たりにし、災害を未然に防ぐこ

とだけでなく被害を少なくするという減災の重

 

 執行部による条例の執行は実体的規定について行うものであるため、前文及び総則的

規定（目的、定義、基本理念等）については、特記事項がある場合を除き、この欄に記

載していません。 

 また、市民・事業者や議会の作為について規定した部分についても、同様です。 
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要性を改めて確認したところである。 

いつ何時、いかなる災害に見舞われるか予測す

ることは極めて困難である。このことは、災害の

みならず大規模な事故等の危機も同様であり、市

民生活の安全と安心を脅かしている。 

災害や危機は避けることはできないが、これら

からの被害を防いだり、低減したりすることは可

能である。市民の生命、身体及び財産を災害や危

機から守るため、これまでの防災の取組に加え

て、減災と危機管理に対する意識の高揚を図り、

災害や危機が起こっても被害を最小限にとどめ

る防災対策と危機管理の取組を推進する必要が

ある。 

ここに、私たちは、行政による公助はもとより、

自らのことは自らで守る自助、身近な地域で支え

あう共助の理念を念頭に、市民、事業者、市及び

議会が一体となって災害と危機に立ち向かう決

意を明確に示すとともに、それぞれの責務や役割

を十分に理解し、その協働により地域防災力の更

なる向上を図り、災害と危機に強い安全で安心し

て暮らせるまちづくりを推進するため、この条例

を制定する。 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、防災対策及び危機管理に関

する基本となる理念を定め、災害及び危機に関す

る予防、応急措置及び復旧並びに復興の各段階に

おける市民、事業者、市及び議会の責務及び役割

を明らかにするとともに、それぞれが個々に又は

連携して推進すべき防災対策及び危機管理の基

本となる事項を定めることにより、災害及び危機

から市民の生命、身体及び財産を守り、被害を最
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小限に軽減し、災害及び危機に強く安全で安心し

て暮らせるまちづくりの実現を目指すことを目

的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例での用語の意義は、次のとおり

とする。 

(1) 災害 地震、豪雨、豪雪、洪水、暴風、崖崩

れ、土石流、地滑りその他の異常な自然現象に

より生ずる被害をいう。 

(2) 防災 災害を未然に防止し、災害が発生した

場合における被害の拡大を防ぎ、及び速やかに

災害の復旧を図ることをいう。 

(3) 減災 災害が発生した場合における被害を

可能な限り軽減することを目指す考え方及び

そのための取組をいう。 

(4) 防災対策 防災及び減災のために行う対策

をいう。 

(5) 危機 市民の生命、身体及び財産に対して災

害に相当する程度の被害を生ずるおそれがあ

る事故又は事態であって、放置すれば社会的混

乱が生ずるおそれがあるものをいう。 

(6) 危機管理 危機の発生に対する準備を整え、

危機が発生した場合における被害の発生及び

拡大を防ぐことにより、社会に及ぼす影響をで

きる限り低減するように対処し、又は対応する

ことをいう。 

(7) 市民 市内に住所又は居所を有する者をい

う。 

(8) 事業者 市内で事業を営む法人その他の団

体及び個人をいう。 

(9) 要配慮者 災害若しくは危機が発生し、又は

発生するおそれがある場合に、何らかの配慮が
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必要とされる高齢者、障害者、妊婦、乳幼児等

をいう。 

(10) 避難行動要支援者 要配慮者のうち、自ら

避難することが困難な者であって、その円滑か

つ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要

するものをいう。 

(11) 自主防災組織 災害又は危機から自己の

居住する地域社会を守る活動等を行うため、市

民が自発的に結成する団体をいう。 

(基本理念) 

第 3 条 防災対策及び危機管理は、市民が自らの

ことは自らで守る自助及び身近な地域で支え合

う共助をそれぞれに高めつつ、市が市民の生命、

身体及び財産を守るために行う公助を基本とし

て総合的な視点で実施されなければならない。 

2 防災対策及び危機管理は、市民、事業者、市及

び議会がそれぞれの責務及び役割を果たし、それ

ぞれが持てる能力を生かし、相互に連携を図りな

がら協力して実施されなければならない。 

3 防災対策及び危機管理は、男女が互いにその人

権を尊重しつつ責任を分かち合い、その個性及び

能力を十分に理解し、それらを発揮する中で実施

されなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ おおつかがやきプランⅣ（大津市男女共同参画推進計画・大津市女性活躍推進計画）におい

て、「防災分野における男女共同参画の推進」を位置づけ、「防災士養成事業への積極的な女性参

画促進」や「避難所運営における男女共同参画の視点の反映」に取り組むこととしている。 

(地域防災計画への反映) 

第 4 条 災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223

号)第 16 条第 1 項の規定により設置された大津

市防災会議は、同法第 42 条第 1 項の規定によ

り作成された大津市地域防災計画を修正する場

合は、前条に規定する基本理念を尊重し、及び反

映させるものとする。 
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(市民の責務) 

第 5 条 市民は、基本理念にのっとり、災害及び

危機に備えて、情報の収集、食糧等の備蓄その他

の自助の取組及び自主防災組織の活動への参加

その他の共助の取組を推進するよう努めなけれ

ばならない。 

2 市民は、市の実施する防災対策及び危機管理に

協力するよう努めなければならない。 

 

(事業者の責務) 

第 6 条 事業者は、基本理念にのっとり、社会的

責任を自覚し、災害及び危機に備えて、事業活動

の継続に必要な事項を定めた計画を作成し、その

事業所の利用者及び従業員等の安全の確保並び

に事業の継続に努めなければならない。 

2 事業者は、市の実施する防災対策及び危機管理

に協力するよう努めなければならない。 

 

(市の責務) 

第 7 条 市は、市民の生命、身体及び財産を災害

及び危機から守る公助の担い手として、災害及び

危機に備え迅速かつ組織的に対応することがで

きるよう基本となる計画を策定するとともに、そ

の対応を行うために必要な体制を整え、防災対策

及び危機管理並びに復興に関する施策を総合的

かつ計画的に実施するものとする。 

2 市は、災害又は危機の発生時において業務を継

続し、又は早期に復旧させるために必要な事項を

定めた計画を作成するものとする。 

3 市は、防災対策及び危機管理が円滑に実施でき

る体制を確保するため、自主防災組織の充実及び

災害ボランティア(不特定かつ多数の者の利益の

増進に寄与することを目的として、個人又は団体

が自発的に行う被災者等の救助、復興の支援その

 

１ 市域の災害予防、災害応急対策及び災害復旧・復興などに関する事項を定め、市、指定地方

行政機関、指定公共機関などの行う防災活動を総合的かつ計画的に実施することにより、市民の

生命、身体及び財産を災害から保護することを目的として「大津市地域防災計画」を定め、これ

に基づき必要な措置を講じていくこととしている。 

 

 

 

２ 大規模災害時における業務の継続及び早期再開を目的とした「大津市業務継続計画」を平成

２８年度に策定・公表した。 

 

３ 地区防災計画策定に係る地域への支援や地域参画による防災訓練などを通じ自主防災組織

の充実を図っている。また、市社会福祉協議会と災害ボランティアに関する防災協定を締結する

とともに、本庁舎のボランティアセンター設置場所について事前に地域防災計画に定めておくな

ど、災害ボランティアが活動を行うための環境の整備を図っている。 

消防局では、自主防災組織の活動や資器材の整備に係る補助事業を実施するとともに、防火・
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他の防災、危機管理又は復興に関する活動を行う

者をいう。以下同じ。)等が活動を行いやすい環

境の整備を図るものとする。 

4 市は、職員が災害及び危機に備え迅速かつ的確

に対処することができるよう防災訓練等を通じ、

防災対策及び危機管理に関する職務の習熟並び

に危機意識のより一層の高揚を図るものとする。 

5 市は、市民一人一人が居住する地域において、

自らの安全を確保するために行う自助の取組が

積極的に推進されるよう、必要な環境の整備に努

めるものとする。 

6 前各項に定めるもののほか、市は、防災対策及

び危機管理の実施に当たっては、市民、事業者、

自主防災組織、国、他の地方公共団体等との連携

及び協力に努めるものとする。 

防災訓練の指導支援を行うことでその充実を図っている。また、令和３年度から自主防災組織と

地域の防災関係団体との連携に向けた取組みである地域防災力充実強化事業を推進している。 

 

４ 毎年９月には、総合防災訓練を実施し、５月から６月には、初動支所班や避難所担当員、災

害対策復旧活動連絡員、災害対策救助隊を対象とした研修を実施している。また、定期的な防災

行政無線の使用訓練や防災情報の共有を図る総合防災情報システムの入力訓練も行っている。 

 

５ 広報紙やホームページ、出前講座により、風水害・地震災害の防災知識の周知啓発を行って

いるほか、令和４年３月には、ハザードマップの全戸配布を行い、同封したリーフレットには、

ハザードマップの活用方法や災害時の行動を図で示したものなどを掲載している。 

 

６ 適宜防災協定の締結を行い、令和４年３月時点で１１８の機関と協定を締結しており、総合

防災訓練で検証訓練を実施している。 

また、総合防災訓練や原子力防災訓練では、市民、事業者、自主防災組織、国、県と連携を図

り、防災対策がより実効性のあるものとなるよう努めている。 

(議会の責務) 

第 8 条 議会は、災害又は危機が発生した場合に

おいても、迅速な意思決定、多様な市民ニーズの

反映その他の議会として権能を適切に果たすた

めに必要となる事項を定めた計画(以下「市議会

業務継続計画」という。)に基づき、適切な対応

をとらなければならない。 

2 議会は、市民の生命、身体及び財産を災害及び

危機から守るため、防災及び減災並びに危機管理

に関する調査及び研究を行い、市の防災対策及び

危機管理への提言を行わなければならない。 

3 議会は、国及び県の動向を踏まえつつ、地域の

実情に合わせた市の防災対策及び危機管理にお

ける執行の監視及び評価に努めるとともに、被災

状況の把握及び市民に対する情報発信に努めな

ければならない。 
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第 2 章 予防対策 

(市民の災害及び危機への備え) 

第 9 条 市民は、自らが災害及び危機に対応する

能力を育むため、次に掲げる事項を実施するよう努

めなければならない。 

(1) 防災及び減災並びに危機管理に関する知識

及び技術の習得 

(2) 救急救命に関する知識及び技術の習得 

(3) 自らが持つ災害に関する経験及び教訓並び

に先人からの災害に関する伝承の後世への継

承 

2 市民は、災害及び危機に強いまちづくりのため

に、次に掲げる事項を実施するよう努めなければ

ならない。 

(1) 自ら所有する建築物の耐震性の確認及びそ

の結果に基づく耐震補強 

(2) 地震による家具等の転倒を防止するための

措置 

(3) その他自らが管理する施設の災害及び危機

に備えた安全の確認 

 

 

 

 

 

 

 

(事業者の災害及び危機への備え) 

第 10 条 事業者は、自らが災害及び危機に対応す

る能力を育むため、次に掲げる事項を実施するよ

う努めなければならない。 

(1) 従業員等に対する防災及び減災並びに危機

管理に関する研修会又は訓練 

(2) 従業員等の防災対策及び危機管理に関する

知識及び技術の習得 

2 事業者は、災害及び危機に強いまちづくりのた

めに、次に掲げる事項を実施するよう努めなけれ

ばならない。 

(1) 自ら所有する建築物の耐震性の確認及びそ

 

 

 

 



8 
 

条例の条文 執行部における取組、成果、課題等 

の結果に基づく耐震補強 

(2) 自ら所有し、又は管理する建築物等の屋外に

面している窓ガラス、タイル等及び広告物の落

下を防止するための措置 

(3) その他自らが管理する施設の災害及び危機

に備えた安全の確認 

(市の災害及び危機への備え) 

第 11 条 市は、市民、自主防災組織等が災害及び

危機に対応する能力を育むため、次に掲げる施策

を実施するものとする。 

(1) 市民及び事業者に対する防災及び減災並び

に危機管理に関する知識の普及及び啓発並

びに教育等の充実 

 

(2) 消防団、自主防災組織、災害ボランティア等

への市民の加入又は参加の促進並びにこれら

の育成及び支援 

 

 

 

 

 

 

 

2 市は、災害及び危機に強いまちづくりのため

に、次に掲げる事項を実施するものとする。 

(1) 市の管理する施設の耐震性の強化及び避難

所として活用する施設の安全性の確保 

 

 

 

 

 

１ 

(1) 広報紙やホームページ、出前講座による風水害・地震災害の防災知識の周知啓発のほか、令

和４年３月には、ハザードマップの全戸配布を行い、同封したリーフレットには、ハザードマッ

プの活用方法や災害時の行動を図で示したものなどを掲載している。 

消防局や消防団では、市民や自主防災会が実施する防火・防災訓練時に指導支援を実施してい

る。また、事業者が消防法に基づく訓練を行う際に指導支援を実施している。 

 

(2) 自主防災会（組織）の設立を継続して進めており、これらの団体に属する防災士の養成及び

育成を継続している。 

令和４年３月時点 

防災士７５７人（養成人数） 防災士養成事業及びフォローアップ研修 

消防団では、加入促進及び教育を継続し、令和３年４月１日から大規模災害時の要員として機

能別団員（学生団員）制度を設け、令和４年４月１日現在で９人が入団している。 

令和４年４月１日時点 

消防団１，２１５人 大津市消防団地域防災指導員５３１人 

 

 

２ 

(1)市の管理する建築物の耐震化については、｢大津市既存建築物耐震改修促進計画｣に基づき｢防

災上特に重要な施設｣から優先して耐震化を進めており、令和２年９月末時点における市の管理

する建築物の耐震化率は、９４．１％（防災上特に重要な施設の耐震化率：９５．５％）となっ

ている。 

 避難所として活用する施設である小・中学校体育館については、耐震改修を完了している。 
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条例の条文 執行部における取組、成果、課題等 

(2) 住宅、事業所等の建築物の耐震性を確保する

ための適正な指導及び相談並びに技術面から

の支援 

 

 

(3) 建築物等の屋外に面している窓ガラス、タイ

ル等及び広告物の落下を防止するための措置

に関する知識の啓発 

 

 

 

 

(4) 道路に沿って設けられているブロック塀、自

動販売機等の転倒防止措置等に関する啓発 

 

(5) 大学、研究機関等と連携した災害及び危機に

強いまちづくりに関する調査及び研究の推進 

(2)建築指導課では、耐震性確保に係る指導及び相談・支援を行っている。 

個人を対象に木造住宅耐震診断員派遣事業や木造住宅耐震補強案作成事業、木造住宅耐震改修

等事業補助、個人木造住宅耐震シェルター等設置補助を行っている。 

事業所等を対象に、既存民間建築物の耐震診断補助を行っている。 

 

(3) 建築指導課では、特定建築物の定期報告において、屋外に面している窓ガラスや外壁等が落

下しないよう劣化や損傷の有無を調査することとしており、是正が必要な場合は、施設管理者に

対して改善するよう指導している。 

 都市計画課では、屋外広告物の継続申請手続を通知する際に、適正な管理を啓発するチラシを

同封しており、申請時には｢安全点検調書｣の提出を義務づけ、安全管理が適正に行われているか

を確認している。 

 

(4)建築指導課では、大津市ブロック塀等の撤去等促進事業費補助を行い、地震等の災害による

ブロック塀などの倒壊の被害を防止するため、ブロック塀等の撤去・改修促進に努めている。 

 

(5)災害及び危機に強いまちづくりの推進にあたり、専門的な見地からの意見を反映するため、

大津市防災会議委員及び専門委員に大学の学識経験者を選任している。 

 また、大津市総合防災訓練では、龍谷大学に参加いただき、防災士の養成事業では、大学の学

識経験者を講師として招き、実施した。 

(議会の災害及び危機への備え) 

第 12 条 議会は、議員自らが災害及び危機に対応

する能力を育むため、市議会業務継続計画に基づ

き、防災及び減災並びに危機管理に関する研修会

又は訓練を実施し、防災対策及び危機管理に関す

る知識及び技術の習得に努めるものとする。 

 

(情報の収集、提供等) 

第 13 条 市は、災害又は危機が発生した時に備

え、平常時からハザードマップ等の必要な情報を

市民、自主防災組織及び事業者に提供するものと

する。 

 

 

 

１ 令和４年３月には、ハザードマップの全戸配布を行い、同封したリーフレットには、ハザー

ドマップの活用方法や災害時の行動を図で示したものなどを掲載している。 

また、市ホームページでもハザードマップを公開している。 
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条例の条文 執行部における取組、成果、課題等 

2 市は、市民、自主防災組織及び事業者への確実

かつ迅速な情報伝達を確保するため、地域の実情

等を踏まえ、複数の情報伝達手段を有機的に組み

合わせる等、災害及び危機に強い総合的な情報伝

達システムの構築に努めるものとする。 

3 市民及び事業者は、災害又は危機が発生した時

に備え、災害及び危機に関する情報を自らが積極

的に収集するよう努めなければならない。 

２ 災害時には、テレビ、緊急速報メール、防災メール、防災ナビ（アプリ）、ＬＩＮＥなどを

通じて情報伝達を行うとともに、市ホームページを緊急災害情報サイト（避難所開設状況等の特

に必要な情報をまとめた軽量サイト）に切り替えて情報発信している。 

また、令和２年度には、中山間部の孤立対策として、自治会と支所が情報伝達を行う IP 無線

や、各避難所と支所が情報伝達を行うトランシーバーを導入した。 

 

 

(避難) 

第 14 条 市民は、災害及び危機に関する情報に留

意し、危険を認知した時には自主的に避難すると

ともに、市、防災関係機関等から避難準備情報、

避難勧告又は避難指示の発令があった時には、速

やかにこれに応じるものとする。 

2 市民は、前項の避難を迅速かつ円滑に行うこと

ができるようにするため、平常時から避難場所及

び避難所の所在並びに避難経路を確認しておく

よう努めなければならない。 

 

１ 「避難準備情報」及び「避難勧告」は、現行の国の『避難情報に関するガイドライン』にお

いて廃止されており、規定の見直しが必要であるが、国のガイドラインの今後のさらなる改定を

も見据えて、「避難準備情報、避難勧告又は避難指示」を、これらの総称的な名称である「避難

に関する情報」に改めるのがよいと考える。 

 

 

(要配慮者等に係る対策等) 

第 15 条 市民、自主防災組織、事業者及び市は、

災害又は危機が発生した時に備え、避難行動要支

援者に配慮した対策を講ずるものとする。 

2 市、市民及び自主防災組織は、避難行動要支援

者の協力の下、その支援を行うために必要な情報

の収集及び把握に努めるとともに、当該支援を行

うための体制の整備に努めるものとする。 

3 避難所となる施設を管理する者は、要配慮者の

使用を考慮した施設の整備に努めるものとする。 

4 避難行動要支援者の支援に従事する者又は従

事した者は、当該避難行動要支援者に関して知り

得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当

な目的で使用してはならない。 

 

１～３ 防災部局、福祉部局、保健部局、消防局、市社会福祉協議会とで避難行動支援者連絡会

議を開催し、要配慮者対策を推進してきたが、さらに、令和４年度からは、個別避難計画作成推

進室を設置し、市が主体となり個別避難計画の策定を進めていくこととした。 

令和２年度には、避難行動要支援者名簿管理システムを導入し、令和３年度には、滋賀県のモ

デル事業として個別避難計画を作成し、その検証内容を踏まえ、本市の避難行動要支援者避難支

援プラン（全体計画）に市が避難行動要支援者ごとに同意を得て、個別避難計画を作成すること

や計画の管理と活用方法について追記している。 

 このほか、福祉避難所に民間福祉事業所を追加するとともに、使用可能な中学校武道場を福祉

スペースに位置付けている。 
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条例の条文 執行部における取組、成果、課題等 

(孤立地区対策の推進) 

第 16 条 市は、孤立地区(災害又は危機によって

交通が途絶する地区をいう。)における通信の途

絶に備え、情報の収集及び伝達の手段を確保する

とともに、物資の備蓄その他地域の特性に応じた

施策を実施するよう努めるものとする。 

 

中山間部の孤立対策として、自治会と支所が情報伝達を行う IP 無線や各避難所と支所が情報

伝達を行うトランシーバーを導入するとともに、必要に応じて物資の備蓄の重点配備を行ってい

る。 

 

(文化財の保護) 

第 17 条 市は、平常時から市民、自主防災組織、

事業者、国、県、文化財所有者及び専門家と連携

し、文化財を災害及び危機から守るための体制の

整備に努めるものとする。 

 

文化財防火デー等を捉え、文化財保護を目的とした火災予防運動の展開、立入検査や訓練の実

施を行っている。 

また、災害時における搬出保護活動のための計画整備を地域防災計画で定め、自衛消防体制の

強化等に努めている。 

第 3 章 応急措置及び復旧対策 

(応急措置等) 

第 18 条 市は、災害又は危機が発生した場合にお

いては、速やかに当該災害又は危機に対する応急

復旧活動を行うための体制を確立し、市民、自主

防災組織及び事業者の協力を得て、国、県及び防

災関係機関とともに必要な措置を講ずるものと

する。 

2 市民、自主防災組織、事業者及び災害ボランテ

ィア等は、災害又は危機が発生した場合において

は、相互に連携し、かつ、補完し、次に掲げる事

項その他必要な処置の実施に努めなければなら

ない。 

(1) 災害又は危機に係る情報の収集及び伝達 

(2) 出火防止及び初期消火 

(3) 負傷者の救出、救護及び搬送等 

(4) 避難行動要支援者の避難支援 

(5) 避難者の誘導 

(6) 避難所の運営協力 

(7) 給食及び給水活動 

(8) 建築物及び宅地の応急危険度判定への協力 

 

１ 応急復旧活動を行うための体制等については、地域防災計画において定めるとともに、必要

に応じて、自衛隊や緊急消防援助隊の要請を県と連携し行うこととしている。 

また、市民、自主防災会には災害時における避難所の運営、消防等の到着までの救護、救援活

動の協力を得ることとし、関係団体、事業者には、各種の防災協定及び消防活動支援協定に基づ

き必要な応援を求めることとしている。 

 

２ 市では、避難所運営マニュアルを定め、災害が発生した場合に避難所を利用する人誰もが知

っておくべき基本的事項についてまとめ、市民向けマニュアルとして市ホームページで周知して

いる。 

消防局では、自主防災組織等に向け、初期消火や救出、救護及び搬送などの初動対応における

指導支援を実施している。 
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(避難所の運営等) 

第 19 条 避難所に避難した者は、互いに助け合

い、協力し、避難所を円滑に運営するよう努める

ものとする。 

2 避難所の生活環境は、要配慮者に対しより安全

で安心したものとなるよう、きめこまやかな配慮

に努められなければならない。 

 

１ 避難所運営マニュアルを整備するとともに、令和２年度には新型コロナウイルス感染症対策

編を整備し、円滑な運営を確保するため出前講座や訓練に努めている。 

 

２ 生活環境向上を目的として、テントやエアーマット、エアーベッド、蓄電池等の備蓄物品の

導入に努めている。 

(緊急輸送の確保) 

第 20 条 市は、災害又は危機が発生した場合にお

いては、消火、被災者の救難及び救助その他の応

急対策を的確かつ円滑に実施するための緊急輸

送を確保するため、車両等の調達に関し対策を講

ずるとともに、国、他の地方公共団体及び関係団

体との調整を行うよう努めるものとする。 

2 市民及び事業者は、災害又は危機が発生した場

合においては、車両の通行規制その他の交通規制

を遵守するほか、当該交通の規制が行われていな

い道路においても、路上の危険を防止するととも

に、緊急通行車両の通行の妨げとならないよう、

車両の使用を自粛するよう努めなければならな

い。 

 

１ 県と連携し、県が締結している輸送等に関する防災協定や市のトラック協会との協定を活用

するとともに、消防局では、湖上輸送に関して漁業組合等と協定を締結し、大津市総合防災訓練

では、物資輸送訓練を実施し実効性を高めるよう努めている。 

  

(災害ボランティア活動への支援) 

第 21 条 市は、災害又は危機が発生した場合にお

いては、災害ボランティアによる被災者への円滑

な支援活動の実施を支援するため、活動拠点の提

供、情報の共有等に努めるものとする。 

 

ボランティアセンター設置場所を予め定め、地域防災計画に反映し円滑な活動の実施支援に努

めている。 

 

 

第 4 章 復興対策 

(市の復興対策) 

第 22 条 市は、災害又は危機により市内に甚大な

被害を受けたときは、国、県、防災関係機関、市

民、自主防災組織、事業者、災害ボランティア等

と協力し、被災地の復興に努めなければならな

 

１ 地域防災計画の復興計画に基づき、国、県、他の市町への協力要請をはじめ、各種の団体と

連携し、協力を求め被災地の復興に努めていくこととしている。 
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条例の条文 執行部における取組、成果、課題等 

い。 

2 市は、前項の場合には、円滑な市民生活の再建

及び被災地の復興を図るため災害復興計画を策

定し、その対策を講ずるものとする。 

3 市は、前項の災害復興計画を策定するときは、

あらかじめ市民の意見を反映させるため、必要な

措置を講ずるものとする。 

 

 

 

(議会の復興対策等) 

第 23 条 議会は、前条第 2 項に規定する災害復

興計画について、将来のまちづくりの方向性を定

めるその重要性に鑑み、迅速かつ慎重な審議を行

うため、必要な措置を講ずるものとする。 

2 議会は、市並びに国及び県への災害復旧の推進

並びに支援活動の実施及び調整を働きかけ、復旧

及び復興に努めなければならない。 

 

(市民、自主防災組織及び事業者の復興対策) 

第 24 条 市民、自主防災組織及び事業者は、相互

に協力して速やかな生活及び事業の再建並びに

被災地の復興に努めなければならない。 

2 市民、自主防災組織及び事業者は、市の実施す

る復興対策に協力するよう努めなければならな

い。 

 

第 5 章 災害及び危機に強いまちづくりの推進 

(自主防災活動の推進) 

第 25 条 市は、市民及び自主防災組織の自主防災

活動を推進し、及び育成するため、必要な支援及

び協力を行うよう努めるものとする。 

2 市民は、地域における自主防災活動を推進する

ため、その活動に積極的に参加し、又は協力する

よう努めなければならない。 

 

 

１ 危機・防災対策課では、地域の防災力の向上のための地区防災計画策定の支援を行っている

ほか、消防局では、学区自主防災組織の活動や地域自主防災組織の防火・防災資器材の整備に係

る補助事業を実施するとともに、市民が主体となる訓練の指導支援を行っている。 

また、令和３年度から自主防災組織と地域の防災関係団体との連携に向けた取組みである地域

防災力充実強化事業を推進している。 
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3 事業者は、地域における自主防災活動を積極的

に推進するため、その活動に協力するよう努めな

ければならない。 

(人材の育成等) 

第 26 条 市は、市民への災害及び危機に対する意

識啓発をはじめ、自主防災組織、災害ボランティ

ア等による防災活動が効果的に行われるよう、防

災リーダー(自主防災組織による防災活動におい

て適切に指示を与える等当該自主防災組織の中

で中心的役割を担う者をいう。)及び防災士(自

助、共助及び協働を原則として、社会の様々な場

で防災力を高める活動が期待され、そのための十

分な意識並びに一定の知識及び技術を修得した

ことを、特定非営利活動法人日本防災士機構が認

定した者をいう。)(以下これらを「防災リーダー

等」という。)の育成に努めるものとする。 

2 市は、防災リーダー等の育成とともに、防災リ

ーダー等の存在、役割、活動状況等を広く市民に

周知し、防災リーダー等の位置付け及び立場の明

確化に努めるものとする。 

 

１ 防災士の養成及び育成事業を継続して実施している。 

令和４年３月末時点 

防災士７５７人（養成人数） 防災士養成事業 

防災リーダー等による防災活動が効果的に行われるよう、知識の習得及び各種訓練時に活用で

きる防災リーダーハンドブックを配布し、これに基づく防災士フォローアップ研修を実施してい

る。 

 

 

 

 

 

 

２ 令和４年５月に市ホームページ内に開設した地域防災ポータルページにおいて、地区防災計

画の策定状況などの地域の取組について掲載し周知するとともに、防災リーダー等による防災活

動が効果的に行われるよう、自主防災会長会議の機会を捉えた研修や防災士フォローアップ研修

を実施している。 

 今後は、滋賀県の研修会への参加を各学区に働きかけ、地区防災計画の策定を支援する人材を

育成することで地区防災計画の策定を促進し、同計画の中で防災リーダー等の位置付け及び立場

の明確化に努める。 

(事業者等との応援協定) 

第 27 条 市は、災害又は危機が発生した場合に食

糧その他の生活物資の供給及び輸送、応急の復旧

工事の施行等の対策が的確かつ迅速に実施でき

るよう、あらかじめ他の地方公共団体、事業者等

との応援協定の締結を推進するものとする。 

 

他の地方公共団体、事業者等との応援協定を締結しており、引き続き推進する。 

 協定締結数は、令和４年３月末時点で１１８であり、総合防災訓練での検証訓練を実施してい

る。 
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条例の条文 執行部における取組、成果、課題等 

(防災教育等の充実) 

第 28 条 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)第

1 条に規定する学校(以下「学校」という。)、児

童福祉法(昭和 22 年法律第 164 号)第 39 条第

1 項に規定する保育所(以下「保育所」という。)

又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律(平成 18 年法律第

77 号)第 2 条第 6 項に規定する認定こども園(以

下「認定こども園」という。)を設置し、又は管

理する者は、災害又は危機が発生した場合に当該

学校、保育所又は認定こども園の幼児、児童、生

徒又は学生が適切な自助及び共助の行動がとれ

るよう、応急手当及び避難の方法その他の防災及

び危機管理に関する教育を継続して実施するも

のとする。 

 

学習指導要領改正により学校における防災教育の充実強化を図るとともに、教職員を対象とし

た出前講座等の実施により防災及び危機管理に関する教育を継続して実施している。 

就学前の子どもについては、各施設の定期的な避難訓練をはじめとする消防訓練、シェイクア

ウト訓練への参加、消防署見学などを通じて発達に応じた防災教育を実施している。 

(ライフラインの維持) 

第 29 条 電気、ガス、上下水道、通信又は鉄道の

事業を行う者は、その事業の用に供する施設への

被害の発生を防ぐ取組を推進するとともに、災害

又は危機が発生した場合は、被害の発生及び拡大

を防ぎ、被害の復旧を速やかに行うよう努めるも

のとする。 

 

企業局では、地震災害を想定し、上下水道、ガス施設の耐震化を進めており、また、災害発生

時の初動体制や災害復興のための必要な事項等を定めた企業局業務継続計画を策定するととも

に、防災協定の締結や人的・物的支援を円滑に受け入れるための手順やその役割など受援に必要

な体制を予め大津市企業局災害時等受援計画に定めている。 

第 6 章 他の被災地支援等 

(被災地等の支援) 

第 30 条 市は、必要に応じ、災害又は危機により

甚大な被害を受けた他の地方公共団体の被災地

及び被災者の支援に努めるものとする。 

 

これまで熊本県大津町、岡山県倉敷市、長野県長野市といった被災地への支援を行ってきた。

今後も引き続き、協定や要請、その他必要に応じて、他の地方公共団体の被災地及び被災者の支

援に努めていく。 
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条例の条文 執行部における取組、成果、課題等 

(帰宅困難者の支援) 

第 31 条 市及び事業者は、災害又は危機が発生し

た場合においては、帰宅困難者(災害又は危機に

よって帰宅等が困難になった者をいう。)の円滑

な帰宅又は避難を支援するために必要な対策を

講ずるよう努めるものとする。 

 

帰宅困難者の滞在を目的とした協定を事業所と締結している。 

また、帰宅困難者対策計画を策定しており、災害時における帰宅困難者の円滑な帰宅又は避難

を支援するために必要な対策を図るとともに、マニュアルとして、帰宅困難者受け入れのための

一時滞在施設運営の手引きを作成した。 

令和２年度には、地震発生等により駅に帰宅困難者が滞留した場合に、ＪＲ西日本と市で一時

滞在施設の情報を共有し、帰宅困難者を受け入れ可能な施設に誘導できるよう、連絡体制を構築

することを目的とした図上訓練を行った。 

第 7 章 補則 

(職員の退避基準) 

第 32 条 市は、防災対策及び危機管理に従事する

職員の身体及び生命の安全確保を図るため、災害

及び危機の現場で活動する職員の退避に関する

基準をあらかじめ定めるものとする。 

 

一般の市職員は原則的に危険箇所と考えられるエリア内での活動を想定していない。 

また、避難所担当員マニュアルでは、災害時等に安全確認実施時において危険、注意の判定が

出た場合には市民とともに退避行動をとる旨を記載している。 

(表彰) 

第 33 条 市は、地域における防災活動等に関し特

に顕著な功績があったと認められるものを表彰

することができるものとする。 

 

防災活動等に尽力いただいた団体・個人に対して表彰を行っている。 

(おおつ防災の日) 

第 34 条 市民に広く防災、減災及び危機に関する

理解並びに関心を深めるようにするため、おおつ

防災の日を設けるものとする。 

2 おおつ防災の日は、別に市長が定めるものとす

る。 

3 市は、おおつ防災の日の趣旨にふさわしい事業

を実施するよう努めるものとする。 

 

１～３ 広く市民的コンセンサスを得られるような日の設定が課題であり、現在未設定である。 

（他市では、大規模災害が発生した日を防災の日として定めている例がある。） 

また、国は、関東大震災が発生した９月１日を防災の日としており、本市においても、この日

や、阪神大震災の発生した１月１７日、東日本大震災の発生した３月１１日とこれらの日の近辺

において、市民啓発や各種訓練を実施しており、「おおつ防災の日」は設定できていないが、条

例に定められたおおつ防災の日の設定の目的はおおむね達成されていると考える。 

第１項の「設けるものとする」を「設けることができる」に改めることをご検討いただければ

幸甚である。 

(財政上の措置) 

第 35 条 市は、防災対策及び危機管理に関する施

策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずる

ものとする。 

 

大津市総合防災訓練をはじめ、 防災士の養成、多様なニーズに対応する備蓄品の確保など、

防災対策及び危機管理に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講じている。 
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条例の条文 執行部における取組、成果、課題等 

(検討) 

第 36 条 市長は、この条例の施行後 3 年を目途

として、この条例の運用の実績等を勘案し、この

条例の規定について検討し、必要があると認める

ときは、条例の改正その他必要な措置を講ずるも

のとする。 

 

災害等対策の具体的事項については、大津市地域防災計画等の計画に必要の都度追記・修正し

ていく一方、この条例については、災害対策等に関する基本的な事項が定められたものであり、

施行後３年を経過する時点においては特段改正を行う必要がないと判断したものである。 

 

「附 則」 

 (施行期日) 

1 この条例は、平成 27 年 4 月 1 日から施行す

る。 

(大津市防災対策推進条例の廃止) 

2 大津市防災対策推進条例(平成 22 年条例第 2

号)は、廃止する。 

 

 


